
弾道ミサイル発射時の対応マニュアル 

喜多方市立塩川小学校 

【登校前】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【登下校中】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｊアラートによる「ミサイル発射情報」、「避難の呼びかけ」が出た 

・ミサイル破壊措置命令が出た 

・日本領域内に弾道ミサイルが

着弾した 

臨時休業とする 

・本県にミサイルに係

る落下物があった場合 

・ミサイル破壊措置命令もなく、 

・日本領域内に弾道ミサイルの着

弾も本県への落下物もなかった 

自宅に待機する 

登校する 

安全が確認された 安全が確認されない 

校長判断で臨時
休校とする 

登校する 

※解除は市教委が判断 

※ 二重線矢印から、二重線枠の内容への連絡・指示は、学校から「一斉メール」「電話連絡網」「喜多方

市教育ポータルサイト」等で行う。 

Ｊアラートによる「ミサイル発射情報」、「避難の呼びかけ」が出た 

※ 安全が確認された場合は、学校に向かう。確認されない場合は、避難の家や民家で保護する。 

  学校は、避難の家や民家からの連絡を受け、子どもに指示を行う。安全が確認されたら、教職員は、子

どもの安否確認と登校の指示を行う。 

〇 近くの建物や地下に避難する。 

〇 適当な建物がない場合は、物陰に身

を隠すか地面に伏せ頭部を守る。 

〇 近くの民家や避難の家に助けを求め

て避難する。次の行動は、避難した家

人の指示をいただく。 

〇 不審物を発見した場合は近寄らず、警

察や消防に連絡する。 

〇 ガソリンに引火の恐れがあるので車

外に出て、近くの建物や地下に避難す

る。または、適当な建物がない場合は、

物陰に身を隠すか地面に伏せ頭部を守

る。 

〇 車外が危険な場合は、車内で姿勢を

低くして頭部を守る。 

〇 運転手や係員の指示に従う。 

車やバス等で登下校 徒歩で登下校 
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【在校時】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【共通】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｊアラートによる「ミサイル発射情報」、「避難の呼びかけ」が出た 

○外で活動中の職員、児童に直接連絡 

○姿勢を低くし、頭部を守るようにして、屋内

に避難する。 

○避難困難な場合は、物陰に身を隠すか地

面に伏せ頭部を守るよう指示する。 

○校内放送・屋外放送で周知及び指示を行

う。（「先生の指示に従い、安全な場所に避

難しなさい。」） 

・窓のない空間、または窓から離れた場

所に移動させる。 

屋内にいる場合 屋内にいる場合 

授業を再開する 

安全が確認された 安全が確認されない 

学校で保護する。 
保護者のお迎えを依頼する。 

※ 二重線矢印から、二重線枠の内容への連絡・指示（子どもの安否状況やお迎えの依頼）は、学校から

「一斉メール」「電話連絡網」「喜多方市教育ポータルサイト」等で行う。 

日本の領土・領海に、ミサイルが着弾した 

○ 口と鼻をハンカチ等で覆い、現場から直

ちに離れ、密閉性の高い屋内又は風上へ

避難する。 

○ 不審な物を発見した場合には、決して近

寄らないで大人に連絡する。 

○ 換気扇を止め、窓を閉め、目張りをして

屋内を密閉する。 

屋内にいる場合 屋内にいる場合 

※ 情報収集を行う。市教委に状況報告を行う。 

※ 子どもの安否状況やお迎えの依頼は、学校から「一斉メール」「電話連絡網」「喜多方市教育ポータル

サイト」等で行う。 


